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平
成
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
四
年
七
月
十
二
日
法
律
第
八
十
七
号
）
（
以
下
「
自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
法
」

と
い
う
。
）
の
本
格
施
行
と
同
時
に
、
道
路
運
送
車
両
法
の
新
し
い
抹
消
登

録
関
係
の
手
続
き
と
使
用
済
自
動
車
に
関
す
る
自
動
車
重
量
税
の
還
付
制
度

が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

【抹消登録制度の改正】

抹
消
登
録
制
度
の
改
正
・

自
動
車
重
量
税
還
付
制
度
の
導
入
に
つ
い
て
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還付申請情報の経由
●申請者情報　●振込先情報

●還付を受けようとする金額　●車両情報　等

●フロン類回収業者
●解体業者
●破砕業者

●申請者情報

●振込先情報

●�還付を受けようとする金額　等

還付申請
（永久抹消又は解体の届出と同時）

還付申請の受付

申請書等の確認

ＭＯＴＡＳ処理

申請書付表１の交付

（ディーラー等）

自動車重量税の還付手続きのフロー
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9
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1還付申請書付表１6

3

4

5

最終所有者引 取 業 者

運輸支局等

国税庁

情報管理センター

管轄還付申請情報8

税務署
MOTASセンター

使
用
済
自
動
車
の
解
体
に
係
る
永
久
抹

消
登
録
の
申
請
を
す
る
と
き
は
、
当
該

自
動
車
が
自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
法
に
規

定
す
る
手
続
に
よ
り
解
体
さ
れ
た
こ
と

が
確
認
で
き
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

自
動
車
の
輸
出
に
つ
い
て
は
、
所
有
者

が
輸
出
を
す
る
時
ま
で
に
輸
出
抹
消
仮

登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

と
し
、
国
土
交
通
大
臣
が
当
該
自
動
車

の
輸
出
の
事
実
を
税
関
長
か
ら
確
認
し

た
と
き
に
輸
出
抹
消
登
録
を
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

一
時
抹
消
登
録
を
受
け
た
自
動
車
の
解

体
等
又
は
輸
出
に
つ
い
て
は
、
所
有
者

が
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
と
し
、
こ
の
場
合
に
お

い
て
は
、
前
記
一
及
び
二
に
準
じ
た
手

続
き
を
と
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

使
用
済
自
動
車
が
適
正
に
解
体
さ
れ
、

解
体
を
事
由
と
す
る
永
久
抹
消
登
録
申

請
又
は
解
体
届
出
と
同
時
に
還
付
申
請

が
行
わ
れ
た
場
合
に
、
車
検
の
有
効
期

間
の
残
存
期
間
に
対
応
す
る
重
量
税
額

の
還
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

自
動
車
重
量
税
還
付

引
取
報
告

引
渡
報
告

引
取
報
告

引
渡
報
告

解
体
報
告
記
録

引
取
報
告
日

還付申請書付表１出力

還付申請書入力

●登録番号、車台番号、移動報告番号

●申請者情報�（氏名、住所、郵便番号、電話番号）

●振込先情報（金融機関名、支店名、口座種類、口座番号）等

●登録番号、車台番号、移動報告番号

●申請者情報�（氏名、住所、郵便番号、電話番号）

●振込先情報（金融機関名、支店名、口座種類、口座番号）等

解体

解体

輸出

解体抹消登録�（法第15条）

一時抹消後の車両の解体・輸出を
把握していない

運行
停止

一時
抹消登録
�（法第16条）

商品中古
自動車等
として
保有

中古新規

太線

細線

点線

処理を行政が確認等

運行停止の際の手続

処理の確認なし

改　正　前

解体

輸出

輸出

永久抹消登録�（法第15条）

輸出抹消登録�（法第15条の2）

届出
�（法第16条第5項）

解体
届出
�（法第16条第3項）

一時抹消後の車両の解体・輸出を
把握できる仕組みに改める

運行
停止
一時
抹消登録
�（法第16条）

商品中古
自動車等
として
保有

（長期間保有
の場合、車両
所在の確認）

中古新規

太線

細線

処理を行政が確認等

運行停止の際の手続

改　正　後

電子マニフェスト
情報で解体が
確認されている
ことが必要


